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長野県「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、箕輪町では施設の利用制限を行い

ます。 

詳細は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

令和 4年 1月 26日 発信 
箕輪町 

  日 時 

令和 4 年 1 月 27 日（木）～2 月 20 日（日） 

※長野県「まん延防止等重点措置」適用期間 

  利用制限対象施設 

  別紙参照 ※1 月 26 日（水）時点 

 

   

 



施設利用制限一覧

施設名 閉館等情報 問合せ先

文化センター

長野県『まん延防止等重点措置』の

適用地域となる日（1/27見込み）か

ら解除日までの間、休館。

ただし、公的な会議を除く。

箕輪町教育委員会　文化スポーツ課　生涯学習係　70-6602（直通）

交流センター

長野県『まん延防止等重点措置』の

適用地域となる日（1/27見込み）か

ら解除日までの間、休館。

ただし、公的な会議を除く。

箕輪町教育委員会　文化スポーツ課　生涯学習係　70-6602（直通）

①町民体育館

②武道館

③社会体育館

④藤が丘体育館

⑤ながたドーム

長野県『まん延防止等重点措置』の

適用地域となる日（1/27見込み）か

ら長野県感染症レベル４以下となる

までの間、休館。

屋内スポーツ施設の一斉利用休止。

箕輪町教育委員会　文化スポーツ課　スポーツ振興係　70-6601（直通）

学校体育施設

（平日夜間・休日）

長野県『まん延防止等重点措置』の

適用地域となる日（1/27見込み）か

ら長野県感染症レベル４以下となる

までの間、小学校体育館・校庭の開

放を休止。

箕輪町教育委員会　文化スポーツ課　スポーツ振興係　70-6601（直通）

箕輪町博物館

長野県『まん延防止等重点措置』の

適用地域となる日（1/27見込み）か

ら解除日までの間、入館人数を制

限。一組（一グループ）のみで原則

4人まで。

箕輪町教育委員会　文化スポーツ課　郷土博物館　79-4860（直通）

箕輪町図書館

長野県『まん延防止等重点措置』の

適用地域となる日（1/27は閉館作業

日のため、1/28日）から解除日ま

で、

館内滞在時間15分以内で本などを借

りたり返却することができます。

【できないこと】

・学習スペースの利用

・新聞、雑誌の閲覧

・資料のコピー

など

箕輪町教育委員会　文化スポーツ課　図書館　79-6950（直通）

福祉センター
「まん延防止等重点措置」適用期間

は休館、R4.1.27～R4.2.20
箕輪町役場　福祉課　社会福祉係　79-3162

みのあ～る
「まん延防止等重点措置」適用期間

は休所、R4.1.27～R4.2.20
箕輪町役場　福祉課　障がい者福祉係　79-3162

子育て支援センター

「いろはぽけっと」

みのわ～れ「ほっこり

ルーム」

「まん延防止等重点措置」適用期間

は休所、R4.1.27～R4.2.20

箕輪町役場　子ども未来課

子育て支援センターいろはぽけっと　71-1560


